
家
族
介
護
慰
労
事
業

守
谷
・
つ
く
ば
み
ら
い
・

常
総
母
親
大
会

福
祉
用
具
専
門
相
談
員

指
定
講
習
会

　

み
ん
な
で
一
緒
に
、
明
る
い

子
ど
も
の
未
来
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

▼
日
時　

８
月
24
日
㈰
午
前
10

時
〜
正
午
▼
会
場　

中
央
公
民

館
▼
資
料
代　

５
０
０
円
（
高

校
生
以
下
無
料
）
※
保
育
室
あ

り
（
要
事
前
申
込
）
▼
講
演   

「
メ
デ
ィ
ア
づ
け
で
こ
わ
れ
る
子

ど
も
た
ち
〜
ス
マ
ホ
子
育
て
の

落
と
し
穴
〜
」清き

よ

川か
わ

輝て
る

基も
と

氏（
Ｎ

Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
ど
も

メ
デ
ィ
ア
代
表
理
事
）

▼
問
合
先　

守
谷
・
つ
く
ば
み

▼
期
間　

10
月
２
日
㈭
〜
23
日

㈭
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
８
日
間
▼
会
場　

中
央
公
民

館
▼
内
容　

福
祉
用
具
選
定
時

の
ア
ド
バ
イ
ス
や
機
能
点
検
な

ど
を
行
う
知
識
・
技
術
を
学
び
、

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
福
祉
用

具
貸
与
ま
た
は
販
売
を
行
う
事

業
所
に
従
事
で
き
る
資
格
を
取

得
▼
対
象　

健
康
で
面
接
会
を

含
む
全
日
程
に
出
席
で
き
、
公

共
職
業
安
定
所
に
求
職
登
録
を

　

在
宅
の
寝
た
き
り
高
齢
者
ま

た
は
認
知
症
高
齢
者
を
介
護
す

る
方
に
、
介
護
慰
労
金
を
支
給

し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者　

次
の
①
〜
③

全
て
に
該
当
す
る
方　

①
基
準

日
（
平
成
26
年
７
月
31
日
）
か

ら
過
去
１
年
間
（
平
成
25
年
８

月
１
日
〜
平
成
26
年
７
月
31

日
）
を
通
し
て
、
要
介
護
４
以

上
と
認
定
さ
れ
た
方
を
介
護
し

て
い
る
方
／
②
市
町
村
民
税
世

帯
非
課
税
の
65
歳
以
上
の
方

（
昭
和
24
年
７
月
31
日
ま
で
に

出
生
し
た
方
）
を
介
護
し
て
い

る
方
／
③
基
準
日
か
ら
過
去
１

年
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
年

間
１
週
間
程
度
の
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
の
利
用
を
除
く
）
を
受
け

な
か
っ
た
方
を
介
護
し
て
い
る

方
※
基
準
日
か
ら
過
去
１
年
間

に
90
日
以
上
の
入
院
、
入
所
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
を
し
た
場

合
は
非
該
当
▼
支
給
金
額　

年

額
10
万
円
▼
申
込
方
法　

８
月

29
日
㈮
ま
で
に
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
介
護
福
祉

課
窓
口
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
介

護
福
祉
課　

高
齢
福
祉
Ｇ   

内

線
１
７
５

し
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
」

を
お
持
ち
の
55
歳
以
上
の
方
※

書
類
選
考
の
上
、
就
職
意
欲
の

強
い
方
を
優
先
（
趣
味
・
教

養
の
た
め
で
な
い
方
）
▼
定
員   

20
人
※
半
数
以
下
の
場
合
は

中
止
の
可
能
性
あ
り
▼
参
加
費   

無
料
※
会
場
ま
で
の
交
通
費
・

昼
食
は
自
己
負
担
▼
申
込
方
法   

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
お
よ
び

運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認
で

き
る
も
の
を
持
参
の
上
、
８
月

11
日
㈪
〜
29
日
㈮
に
申
し
込
む

※
受
付
時
間
は
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

▼
申
込
・
問
合
先　

市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
48
・

８
５
９
１

一定の病気等に係る
運転免許制度の見直し

（平成26年6月1日施行：改正道路交通法）

１ 免許を取得または更新する方は、一定の
病気等の症状に関する「質問票」の提出
が義務化されました。この「質問票」に
虚偽の記載があった場合は、罰則が適用
されることがあります。

２ 医師は、診察した者が一定の病気等に該
当すると認知したときは、任意に警察へ
届け出ることができます。

３ 一定の病気等に該当する疑いがあると認
められるときには、免許の効力が暫定的
に停止されることがあります。

◎ 「質問票」の記載内容により、すぐに運
転免許の取消し等になるわけではありま
せん。

◎ 運転免許取り消しとなった場合でも、病
状が快復し、運転免許を再取得すること
ができる状態になった際には、試験の一
部が免除されます（取り消しとなった日
から、3年以内に限る）。

◎ 病気等で、自動車等の運転に不安のある
方は、警察署または運転免許課「運転適
性相談窓口」へご相談ください。

●問合先　取手警察署　☎0297－77－0110
　茨城県警察本部運転免許課　☎ 029－293－8811

◎日・祝日 午後14：00～17：00
　日・祝日のみ受付終了時間は16：30
★水曜日午後は手術・予約検査外来

日帰り
白内障手術応需

土日祝診療
守谷市百合ヶ丘3-249-1 
イオンタウン守谷２F（旧ロックシティ）

☎0297-44-7734
http://eye-takahashi.jp

・祝

午前10：00～13：00 〇 休 〇 〇 〇 〇 〇

午後14：30～18：30 〇 休 ★ 〇 〇 〇 ◎

 診 療 時 間 月 火 水 木 金 土 日

ら
い
・
常
総
市
地
域
母
親
大
会

実
行
委
員
会　

高
畠
☎
48
・
０ 

６
２
４
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